
 

観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子どもに食事の提供等を行う居場所（以下「子ども食堂」という。）

の開設により、子どもたちが地域とつながり、健やかに育つ環境を整備するため、新た

に市内で子ども食堂を開設する者に対し、当該子ども食堂の開設に要する経費の一部に

ついて、予算の範囲内で観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することに関し、観音寺市補助金等交付規則（平成18年観音寺市規則第１

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１) 市内において子ども食堂を開設する法人又は個人事業主であること。 

(２) 会計及び経理を適切に実施し、報告できる者であること。 

(３) 宗教又は政治活動を行う者でないこと。 

(４) 活動内容が公序良俗に反しないこと。 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２項に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係にある者でないこと。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、市内において子

ども食堂を開設し、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１) 食品衛生上の責任者を置き、子どもに安全な食事の提供を行うこと。 

(２) 原則として食事の提供等を月１回以上開催し、１回当たり20名以上の子どもが参

加し、かつ、３年以上の継続が見込めること。 

(３) 宗教若しくは政治活動又は営利を目的としないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、子ども食堂を開

設するために必要な備品の購入費、消耗品費、工事請負費（建物の躯体の変更を伴う大

規模な増改築に係るものを除く。）その他市長が必要と認める費用とする。 



（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額から寄附金、協賛金その他の収入を控除した額

とし、１事業につき100万円を限度とする。 

２ 補助金は、同一の事業に対し、事業実施初年度に１回限り交付するものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、観音寺市子ど

も食堂開設支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 経費の見積書 

(４) 定款又は規約（法人の場合に限る。） 

(５) 役員名簿（法人の場合に限る。） 

(６) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付

の可否を決定し、観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）

又は観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申

請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付

決定通知を受けた後において、事業内容を変更又は中止する場合は、観音寺市子ども食

堂開設支援事業補助金変更等交付申請書（様式第４号。以下「変更等交付申請書」とい

う。）に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の変更等申請書を受理した場合において、その内容を審査し、承認をす

るときは、観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金変更等承認通知書（様式第５号）に

より補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 



第９条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内に観音寺市子ども食

堂開設支援事業補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて市長に報告

しなければならない。 

(１) 事業報告書 

(２) 収支決算書 

(３) 領収書その他事業に係る費用の支払いを証する書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の決定） 

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合において、その内容を審査し、

適当と認めるときは、補助金の額を決定し、観音寺市子ども食堂開設支援事業補助金確

定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び支払） 

第11条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

２ 補助事業者が、補助金の請求をしようとするときは、観音寺市子ども食堂開設支援事

業補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 （財産の処分の制限） 

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以

上の機械、器具その他の財産（以下「財産等」という。）については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２号の

規程により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けない

で、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は、廃棄してはならない。 

２ 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて前項に規定する財産等を処分することによ

り収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返還させることができる。 

 （財産の管理） 

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助

事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な

運営を図らなければならない。 



（関係書類の整備） 

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した年

度（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた年度）の翌年

度から起算して５年間保管しておかなければならない。ただし、第12条第１項に規定す

る財産等がある場合には、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は

同項に規定する期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。 

２ 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前項の帳

簿及び証拠書類を検査することができる。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り

消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(１) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき 

(２) この要綱に違反したとき 

 （３） 第12条第２項に規定する収入があったとき。 

(３) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めたとき 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年６月21日から施行する。 

  附 則（令和７年10月22日告示第275号） 

この要綱は、令和７年10月22日から施行する。 

 


